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№
選出
区分

氏　　　　名 選出団体名等

1 高
タカ

　橋
ハシ

　幸
ユキ

　裕
ヒロ

山梨県立大学

2 種
タ ネ

　子
コ

　幸
ユキ

　奈
ナ

弁護士法人　川越法律事務所

3 西
ニ シ

　川
カ ワ

　祐
ユウ

　一
イ チ

一般社団法人　川越市医師会（医師）

4 阿
ア

　部
ベ

　浩
ヒロ

　一
カズ

社会福祉法人　川越にじの会

5 内
ウチ

　山
ヤマ

　智
トモ

　裕
ヒロ

社会福祉法人　けやきの郷

6 樫
カ シ

　村
ムラ

　千
チ

　寛
ヒロ

特定非営利活動法人　サポートあおい

7 金
カ ネ

　本
モト

　徳
ト ク

　夫
オ

社会福祉法人　親愛会

8 小
コ

　林
バヤシ

　幸
コウ

　路
ジ

社会福祉法人　皆の郷

9 高
タカ

　梨
ナシ

　雅
ミ ワ

　子
コ

社会福祉法人　川越市社会福祉協議会

10 原
ハラ

　　恭
キョ ウ

　子
コ

障害者就業・生活支援センターかわごえ

11 水
ミ ズ

　見
ミ

　哲
テツ

　也
ヤ

社会福祉法人　ともいき会

12 吉
ヨ シ

　田
ダ

　将
マサ

　史
シ

社会福祉法人　ハッピーネット

13 柳
ヤナギ

　沢
サワ

　真理子
マ リ コ

一般社団法人　川越市医師会（事務局）

14 遠
エン

　藤
ド ウ

　政
マサ

　子
コ

川越手をつなぐ育成会

15 野
ノ

　沢
ザワ

　桂
ケイ

　子
コ

川越市やまぶき会

16 溝
ミ ゾ

　井
イ

　啓
ヒロ

　子
コ

チューリップ親の会

17 神
カン

　田
ダ

　純
ヨ シ

　徳
ノ リ

川越公共職業安定所

18 八
ヤ

　木
ギ

　大
ダイ

　介
ス ケ

川越市立特別支援学校

19 大
オ オ

　類
ルイ

　由
ユ

　佳
カ

埼玉県立川越特別支援学校

20 岩
イワ

　間
マ

　亜
ア

　希
キ

川越市保健所保健予防課

＊敬称略・選出区分ごとに５０音順

関
係
行
政
機
関

市

委員を依頼する期間：令和５年１１月１日～令和７年３月３１日

学
識
経
験
者

社
会
福
祉
団
体

障
害
者
団
体

川越市地域自立支援協議会委員
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委員を依頼する期間：令和７年４月１日～令和９年３月３１日　　　退任２名　新任２名　変更４名

状態 氏　　　　名 選出団体名等
選出
区分

№

継続 高
タカ

　橋
ハシ

　幸
ユキ

　裕
ヒロ

山梨県立大学 1

継続 種
タ ネ

　子
コ

　幸
ユキ

　奈
ナ

弁護士法人　川越法律事務所 2

退任

継続 阿
ア

　部
ベ

　浩
ヒロ

　一
カズ

社会福祉法人　川越にじの会 3

継続 内
ウチ

　山
ヤマ

　智
トモ

　裕
ヒロ

社会福祉法人　けやきの郷 4

継続 樫
カ シ

　村
ムラ

　千
チ

　寛
ヒロ

特定非営利活動法人　サポートあおい 5

継続 金
カ ネ

　本
モト

　徳
ト ク

　夫
オ

社会福祉法人　親愛会 6

継続 小
コ

　林
バヤシ

　幸
コウ

　路
ジ

社会福祉法人　皆の郷 7

継続 高
タカ

　梨
ナシ

　雅
ミ ワ

　子
コ

社会福祉法人　川越市社会福祉協議会 8

継続 原
ハラ

　　恭
キョ ウ

　子
コ

障害者就業・生活支援センターかわごえ 9

継続 水
ミ ズ

　見
ミ

　哲
テツ

　也
ヤ

社会福祉法人　ともいき会 10

変更 湯
ユ

　宮
ミヤ

　薫
カオル

社会福祉法人　ハッピーネット 11

退任

変更 木
キ

　村
ムラ

　智
チエ

　美
ミ

川越手をつなぐ育成会 12

継続 野
ノ

　沢
ザワ

　桂
ケイ

　子
コ

川越市やまぶき会 13

継続 溝
ミ ゾ

　井
イ

　啓
ヒロ

　子
コ

チューリップ親の会 14

新規 中
ナカ

　根
ネ

　祐
ユウ

　紀
キ

特定非営利活動法人サポートあおい（ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ） 15

継続 神
カン

　田
ダ

　純
ヨ シ

　徳
ノ リ

川越公共職業安定所 16

変更 髙　𣘺　裕　次
タカ ハシ ユウ ジ

川越市立特別支援学校 17

変更 原
ハラ

　田
ダ

　健
ケン

　汰
タ

埼玉県立川越特別支援学校 18

継続 岩
イワ

　間
マ

　亜
ア

　希
キ

川越市保健所保健予防課 19

新規 佐
サ

　藤
トウ

　八重子
ヤ エ コ

川越市児童発達支援センター 20

＊敬称略・選出区分ごとに５０音順

社
会
福
祉
団
体

学
識
経
験
者

障
害
者
団
体

関
係
行
政
機
関

市

の変更について
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№
選出
区分

氏　　　　名 選出団体名等 備考

1 高
タカ

　橋
ハシ

　幸
ユキ

　裕
ヒロ

山梨県立大学 継続

2 種
タ ネ

　子
コ

　幸
ユキ

　奈
ナ

弁護士法人　川越法律事務所 継続

3 阿
ア

　部
ベ

　浩
ヒロ

　一
カズ

社会福祉法人　川越にじの会 継続

4 内
ウチ

　山
ヤマ

　智
トモ

　裕
ヒロ

社会福祉法人　けやきの郷 継続

5 樫
カ シ

　村
ムラ

　千
チ

　寛
ヒロ

特定非営利活動法人　サポートあおい 継続

6 金
カ ネ

　本
モト

　徳
ト ク

　夫
オ

社会福祉法人　親愛会 継続

7 小
コ

　林
バヤシ

　幸
コウ

　路
ジ

社会福祉法人　皆の郷 継続

8 高
タカ

　梨
ナシ

　雅
ミ ワ

　子
コ

社会福祉法人　川越市社会福祉協議会 継続

9 原
ハラ

　　恭
キョ ウ

　子
コ

障害者就業・生活支援センターかわごえ 継続

10 水
ミ ズ

　見
ミ

　哲
テツ

　也
ヤ

社会福祉法人　ともいき会 継続

11 湯
ユ

　宮
ミヤ

　薫
カオル

社会福祉法人　ハッピーネット 新規

12 木
キ

　村
ムラ

　智
チエ

　美
ミ

川越手をつなぐ育成会 新規

13 野
ノ

　沢
ザワ

　桂
ケイ

　子
コ

川越市やまぶき会 継続

14 溝
ミ ゾ

　井
イ

　啓
ヒロ

　子
コ

チューリップ親の会 継続

15 中
ナカ

　根
ネ

　祐
ユウ

　紀
キ

特定非営利活動法人　サポートあおい（ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ） 新規

16 神
カン

　田
ダ

　純
ヨ シ

　徳
ノ リ

川越公共職業安定所 継続

17 髙　𣘺　裕　次
タカ ハシ ユウ ジ

川越市立特別支援学校 新規

18 原
ハラ

　田
ダ

　健
ケン

　汰
タ

埼玉県立川越特別支援学校 新規

19 岩
イワ

　間
マ

　亜
ア

　希
キ

川越市保健所保健予防課 継続

20 佐
サ

　藤
ト ウ

　八重子
ヤ エ コ

川越市児童発達支援センター 新規

川越市地域自立支援協議会　委員名簿

委員を依頼する期間：令和７年４月１日～令和９年３月３１日

＊「新規」は令和７年４月１日から変更した委員

＊敬称略・選出区分ごとに５０音順

市

関
係
行
政
機
関

障
害
者
団
体

社
会
福
祉
団
体

学
識
経
験
者



- 4 - 

 

 

 

２
年
度

３
年
度

４
年
度

５
年
度

６
年
度

相
談
実
人
数

（
人
）

9
2
7

1
,3
0
1

9
5
3

8
4
0

8
4
9

相
談
件
数

（
件
）

8
,0
4
8

1
1
,7
8
0

7
,5
7
6

7
,0
3
3

6
,6
4
3

（
相
談
件
数
内
訳
）

訪
問

1
,4
8
6

2
,9
0
7

1
,6
3
8

1
,8
0
1

1
,4
3
3

来
所

7
1
2

9
0
6

7
7
3

6
9
9

7
7
4

同
行

9
9
4

8
1
6

6
2
5

5
8
3

6
1
2

電
話
等

3
,2
9
0

4
,9
8
0

3
,4
9
8

2
,8
3
6

2
,6
1
4

支
援
会
議

2
5
8

3
2
2

1
9
7

1
9
0

1
7
7

関
係
機
関

7
5
7

1
,1
3
4

3
9
3

5
1
7

6
6
3

そ
の
他

5
5
1

7
1
5

4
5
2

4
0
7

3
7
0

２
年
度

３
年
度

４
年
度

５
年
度

６
年
度

相
談
・
通
報
件
数

（
件
）

5
2

7
3

3
4

7
1

6
6

３
年
度

４
年
度

５
年
度

６
年
度

７
年
度

支
給
決
定
者
数

（
人
）

2
,3
4
9

2
,4
6
5

2
,6
5
9

2
,6
9
5

2
,8
3
6

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

（
件
）

1
,7
2
3

1
,7
8
8

1
,8
9
5

1
,8
9
5

1
,9
8
7

セ
ル
フ
プ
ラ
ン

（
件
）

6
2
6

6
7
7

7
6
4

8
0
0

8
4
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ル
フ
プ
ラ
ン
率

（
％
）

2
6
.6

2
7
.5

2
8
.7

2
9
.7

2
9
.9

３
年
度

４
年
度

５
年
度

６
年
度

７
年
度

支
給
決
定
児
数

（
人
）

9
0
3

1
,0
3
6

1
,1
6
3

1
,2
6
6

1
,4
5
5

障
害
児
支
援
利
用
計
画

（
件
）

2
5
4

3
0
4

3
6
3

3
4
4

5
2
8

セ
ル
フ
プ
ラ
ン

（
件
）

6
4
9

7
3
2

8
0
0

9
2
2

9
2
7

セ
ル
フ
プ
ラ
ン
率

（
％
）

7
1
.9

7
0
.7

6
8
.8

7
2
.8

6
3
.7

障
害
児
相
談
支
援
（
各
年
度
4
月
1
日
）

相
談
支
援
事
業
等
の
実
施
状
況
に
つ
い
て

障
害
者
等
相
談
支
援
事
業
（
各
年
度
末
）

計
画
相
談
支
援
（
各
年
度
4
月
1
日
）

障
害
者
虐
待
防
止
セ
ン
タ
ー
（
各
年
度
末
）
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R7.6.6 差替え 

1 神
カン

　田
ダ

　純
ヨ シ

　徳
ノ リ

川越公共職業安定所

2 小
コ

　林
バヤシ

　幸
コウ

　路
ジ

社会福祉法人　皆の郷

3 髙　𣘺　裕　次
タカ ハシ ユウ ジ

川越市立特別支援学校

4 〇 原
ハラ

　　恭
キョ ウ

　子
コ

障害者就業・生活支援センターかわごえ

5 原
ハラ

　田
ダ

　健
ケン

　汰
タ

埼玉県立川越特別支援学校

1 阿
ア

　部
ベ

　浩
ヒロ

　一
カズ

社会福祉法人　川越にじの会

2 内
ウチ

　山
ヤマ

　智
トモ

　裕
ヒロ

社会福祉法人　けやきの郷

3 ○ 金
カ ネ

　本
モ ト

　徳
ト ク

　夫
オ

社会福祉法人　親愛会

4 高
タ カ

　梨
ナシ

　雅
ミ ワ

　子
コ

社会福祉法人　川越市社会福祉協議会

5 種
タ ネ

　子
コ

　幸
ユキ

　奈
ナ

弁護士法人　川越法律事務所

1 木
キ

　村
ムラ

　智
チエ

　美
ミ

川越手をつなぐ育成会

2 佐
サ

　藤
ト ウ

　八重子
ヤ エ コ

川越市児童発達支援センター

3 水
ミ ズ

　見
ミ

　哲
テツ

　也
ヤ

社会福祉法人　ともいき会

4 ○ 溝
ミ ゾ

　井
イ

　啓
ヒロ

　子
コ

チューリップ親の会

5 湯
ユ

　宮
ミ ヤ

　薫
カオル

社会福祉法人　ハッピーネット

1 岩
イワ

　間
マ

　亜
ア

　希
キ

川越市保健所　保健予防課

2 樫
カ シ

　村
ムラ

　千
チ

　寛
ヒロ

特定非営利活動法人　サポートあおい

3 〇 ○ 高
タ カ

　橋
ハシ

　幸
ユキ

　裕
ヒロ

山梨県立大学

4 中
ナカ

　根
ネ

　祐
ユウ

　紀
キ 特定非営利活動法人　サポートあおい

（ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾀｰ）

5 野
ノ

　沢
ザワ

　桂
ケイ

　子
コ

川越市やまぶき会

仕
事
・
活
動
部
会

　水沼相談員（きゃろっと）

　名取相談員（けやき）

山田相談員（のびらか）

茂木相談員（しんあい）

小川相談員（ともいき）

ま
ち
づ
く
り
部
会

川越市地域自立支援協議会　専門部会別名簿（案）

委員を依頼する期間：令和７年４月１日～令和９年３月３１日

№
専門
部会

座長 部会長 氏　　　　名 選出団体名等 委託相談支援専門員

新津相談員（しんあい）

沼田相談員（ゆめの園）

こ
ど
も
部
会

地
域
移
行
部
会

　宮田相談員（のびらか）

　島野相談員（ともいき）

＊敬称略・選出区分ごとに５０音順
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【令和７年度活動方針（案）】 

部会名  仕事・活動部会 
 

(1) 就労系事業所との連携強化について 

令和７年度第２回部会において「就労系事業所との情報交換会」を

開催予定とする。なお、当該情報交換会は毎年度実施予定とし、テー

マ等に応じて参加事業所の調整を図ることとする。 

（以下、テーマ等に関する主な意見（案）） 

 

 

(2) 活動に係る個別事例の情報共有等について 

個別事例を通して、多様化する活動についての情報共有を図る。また、

支援上の課題を抽出し、「就労系事業所との情報交換会」のテーマとの

関連性をもって、改善・解消を図っていく。 

 

(3) オブザーバーの参画について 

・就労系事業所（就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援） 

・主任相談支援専門員 
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【令和７年度活動方針（案）】 

部会名  まちづくり部会              

 

(1) 相談支援体制の推進に係る協議 

相談支援体制の構築に関連する各事業等の一層の推進に当たり、主に

以下について状況把握又は検証並びに評価等を実施する。なお、以下に

未記載の相談支援体制の構築に関連する事業等については、適宜、議題

として調整を図る。 

 

・地域生活支援拠点の検証及び検討 

・日中サービス支援型共同生活援助の評価 

・相談支援連絡会の実施に関する意見聴取 

 

(2) 障害者虐待事案に関する共有及び検証 

障害者虐待に係る対応の強化等を目的として、障害者虐待事案につい

て検証等を実施する。なお、取り扱う事案については、虐待認定事案又

は虐待の判断ができなかった（虐待判断未事案）を予定する。 

 

(3) オブザーバーの参画について 

・地域生活支援拠点事業受託事業者 

・障害者虐待防止センター 

・主任相談支援専門員 

・障害者福祉課計画担当 
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【令和７年度活動方針（案）】 

部会名  こども部会            

 

(1) 障害児支援に係る共有及び検証 

障害者支援に係る対応の強化等を目的として、支援事例又は不適切な

支援事例等について検証等を実施する。 

 

(2) 医療的ケア児の支援に係る協議 

医療的ケア児の支援に係るガイドブックの作成にあたり、ワーキン

グチームの設置を進める。また、医療的ケア児及びその保護者等との

情報交換や関係機関との連携を推進し、当事者が活用しやすく、当事

者の想いの詰まったガイドブックとなるよう調整を図る。（以下、参考

資料） 

 

 

(3) オブザーバーの参画について 

・医療的ケア児の保護者、関係者 

・医療的ケア児等コーディネータ 

・主任相談支援専門員 

・療育支援課療育支援担当 

・障害者福祉課計画担当 
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【令和７年度活動方針（案）】 

部会名  地域移行部会            

 

(1) 地域移行支援事例に係る共有及び意見交換 

地域移行支援の実践に係る課題の抽出等を目的として、精神科病院か

らの退院支援事例について意見交換等を実施する。なお、抽出された課

題等については「にも包括に係る協議」との関連性をもって、改善・解

消を図っていく。 

 

(2) 「にも包括」に係る協議 

「にも包括」の構築に関して、認識の共有を図り、段階的に協議を進め

ていくこととする。（以下、主な協議事項） 

・「どのような川越を目指すか」「どのような川越にしたいのか」という理

念及びビジョンの設定と共有 

・「にも包括」の構成要素、視点などの共有 

・現状把握、阻害要因の特定、取組み・数値目標の設定、評価 

 
 

 

(3) オブザーバーの参画について 

・市内精神科病院相談員 

・主任相談支援専門員 

・保健予防課精神保健担当 

・障害者福祉課計画担当 
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川越市地域自立支援協議会要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第８９条の３の規定に基づき設置する川越市地域自立支援協議会（以下「協

議会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（委員） 

第２条 協議会は、次に掲げる者のうちから２０人以内を委員として実施する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 社会福祉団体関係者 

⑶ 障害者団体関係者 

⑷ 民間事業者関係者 

⑸ 関係行政機関職員 

⑹ 市職員 

（委員を依頼する期間） 

第３条 委員を依頼する期間は２年以内とし、期間の更新を妨げない。また、委員が欠けた場合

における補欠委員の期間は、前委員の残任期間とする。 

（座長） 

第４条 協議会に、会議の進行役として座長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

（会議） 

第５条 協議会は、川越市障害者総合相談支援センター所長が招集する。 

２ 協議会は、地域における障害福祉に関する現状を把握するため、業務委託により実施する川

越市障害者等相談支援事業に従事する相談支援専門員（以下「委託相談支援専門員」という。）

及び必要と認める関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 

（部会） 

第６条 協議会は、協議会から託された専門の事項を協議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会の構成員は、協議会委員及び委託相談支援専門員とする。 

３ 部会に、会議の進行役として部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
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 （秘密の保持） 

第７条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も、また、

同様とする。 

 （報償金） 

第８条 協議会１回あたりの報償金の額は、次の各号のとおりとする。 

 ⑴ 座長 ８，０００円 

 ⑵ 委員 ６，９００円 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、川越市障害者総合相談支援センターにおいて処理する。 

（会議録の公表） 

第１０条 協議会及び部会の会議録及び会議資料は、個人情報等が含まれているものを除き、公

表するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議会の実施に関し必要な事項は、別に定める。  

附 則（平成２７年３月２７日市長決裁） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 川越市地域自立支援協議会設置要綱（平成１８年９月２７日決裁）は、廃止する。 

   附 則（平成３０年３月２２日市長決裁） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月５日市長決裁） 

 この要綱は、令和２年６月８日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日市長決裁） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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川越市地域自立支援協議会（イメージ図） 

川越市障害者施策審議会 ○施策化や計画化 

全体会 年 2回 委員２０人以内（期間 2年以内） 

事務局：障害者総合相談支援センター 

 

座長・部会長会議 随時（運営会議）  ○部会間調整等 

こども部会 

委員 5名 年 2～3回 

○障害児の支援に 

係る協議 

○医療的ケア児の 

支援に係る協議 

まちづくり部会 

委員 5名 年 2～3回 

○相談支援体制に 

係る協議 

○権利擁護（虐待防

止）に係る協議 

仕事・活動部会 

委員 5名 年 2～3回 

○就労支援体制に 

係る協議 

○余暇活動の推進に

係る協議 

地域移行部会 

委員 5名 年 2～3回 

○精神障害者の地域移

行等に係る協議 

○精神障害にも対応し

た地域包括ケアシス

テムに係る協議 

 

地 域 課 題 

委託相談支援事業者・指定特定相談支援事業者 

個別支援会議・相談支援連絡会 等 

【目的】 川越市地域自立支援協議会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。）第８９条の３の規定に基づき、地域における障害者等への適切な支援

に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を

図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う場として設置されています。 

【委員】 協議会は、学識経験者、障害者団体関係者など２０人以内の委員で構成されています。 

委託相談支援事業者・関係者 


